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『実習生のための適切な宿泊施設を確保していることJの基準に適合するよ
うにするためにIよ、賞賞物件の場合、申講の時点で賃賞契約を結んで、実
習生が入国する前から瞭鷺を払い続けなければならないのでヒょうか。
また、実習生が入国する前から瞭賞を払い続けなければならないとする場
合|ま 、その家鸞の負担を技能実響生|=求めてもよいのでしょうか。

技能実響生の入圃日以降に宿泊施設が使用できる契約となつていることが
確認できれば、「宿泊施設を確保しているJといえます。契約の内容によつて
|ま 、入圏前から家鸞を払い続けなければならない場合も想定されますが、
その場合であつでも、披能実習生が実際に入層する前の家賃については、
「実費に相当する機Jとはいえず、実習生にその負担を求めることはできま
せん。
なお、契約の内容が、入圏前から蹴賞を払い続ける必要はない代わりに、
他に当鮫賞賞物件の契約をしようとする者があつた場合|ま、契約が解除さ
れるといつたものであるときは、「契約が解除されていた際に|ま、改めて適
切な宿泊施設を確保する」旨の藩約をしていれば足ります。


